
お知らせワイド お知らせワイド

判定結果 申告区分

①
市県民税の申告や確定申告は必要ありません。（医療費控除など源泉徴収票に記載のない控除を受ける
場合や所得税の還付を受ける場合には申告が必要です）

② 市県民税の申告が必要です。（確定申告する場合は、市県民税の申告は必要ありません）

③ 所得税の確定申告が必要です。※自宅から電子申告（e-TAX）を利用しましょう。

④

所得税の確定申告は不要ですが、所得（課税）証明書が必要な場合や、医療費の限度額適用の申請、
国民年金保険料の減免申請をする場合は、市県民税の申告が必要です。
また、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は、市県民税の申告をすることで、保険
税や保険料の軽減を受けることができる場合があります。

※上の案内図は一例です。詳しくは、税務課市民税係☎0823-43-1636へお問い合わせください。

通信
泊民

問 交流観光課
☎0823-43-1632

心とココロの交流

　 民 泊 &SDGs 研 修
に参加しました。
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Ｓ
Ｄ
Ｇ
s
研
修
に
参
加
し
ま
し
た

　
こ
の
研
修
会
は
、
広
島
湾
ベ
イ
エ
リ
ア
・

海
生
都
市
圏
研
究
協
議
会
が
主
催
し
、
８
つ

の
受
入
地
域
か
ら
受
入
家
庭
・
イ
ン
ス
ト
ラ

ク
タ
ー
・
事
務
局
員
が
そ
れ
ぞ
れ
参
加
し
ま

し
た
。

　
前
半
は
、
講
師
と
し
て
民
泊
の
第
一
人
者

で
あ
る
藤
澤
安
良
氏
が
登
壇
さ
れ
、
「
体
験

型
修
学
旅
行
へ
の“

主
体
的･

対
話
的
で
深

い
学
び”

の
導
入
の
ね
ら
い
」
を
テ
ー
マ
に

お
話
し
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
は
、
主
体

的
で
深
い
学
び
と
は
、
体
験
を
通
し
自
分
ご

と
と
し
て
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
訪
問
地
域

が
抱
え
る
課
題
（
イ
ノ
シ
シ
が
畑
を
荒
ら
す

な
ど
）
へ
の
対
応
策
を
考
え
、
事
後
に
生
徒

自
身
が
で
き
る
こ
と
か
ら
実
践
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
と
の
こ
と
で
し
た
。

　
後
半
は
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

紹
介
」
に
つ
い
て
先
進
地
域
の
事
例
紹
介
や

各
受
入
協
議
会
の
発
表
を
行
い
ま
し
た
。

　
本
協
議
会
か
ら
は
「
オ
リ
ー
ブ
」
・
「
海

洋
ゴ
ミ
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
紹
介
し
、
オ

リ
ー
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
高
付
加
価
値
化
を
Ｐ

Ｒ
す
る
こ
と
、
海
洋
ゴ
ミ
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、

各
ゴ
ミ
を
分
類
分
け
（
プ
ラ
チ
ッ
ク
・
ビ

ニ
ー
ル
な
ど
）
し
て
、
そ
の
背
景
や
対
策
を

考
え
る
こ
と
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
今
回
の
研
修
に
よ
り
、
他
地
域
の

受
入
家
庭
の
方
々
と
交
流
を
図
る
こ
と
で
き
、

ま
た
、
受
入
に
関
す
る
新
た
な
考
え
方
や
視

点
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
今
後
も
民
泊
家
庭
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
図

り
、
受
入
家
庭
の
質
の
向
上
と
初
心
者
の
方

で
も
安
心
・
安
全
な
民
泊
受
入
が
で
き
る
よ

う
支
援
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
民
泊
受
入
に
少
し
で
も
関
心
が
あ
る
方
は
、

お
気
軽
に
交
流
観
光
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問 企画振興課
☎0823-43-1630

も
っ
と
知
り
た
い
！

も
っ
と
知
り
た
い
！

　

こ
う
き
ょ
う
こ
う
つ
う

　

こ
う
き
ょ
う
こ
う
つ
う

～
地
域
の
助
け
合
い
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
～

～
地
域
の
助
け
合
い
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
～
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市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
「
日
常
生

活
や
交
流
を
支
え
、
魅
力
的
で
持
続
可
能

な
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す
」

を
基
本
理
念
に
、
地
域
公
共
交
通
計
画
を

策
定
し
、
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
・

確
保
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
計
画
で
は
、
「
地
域
の
公
共
交
通
を
守

り
・
育
て
る
意
識
の
醸
成
」
を
挙
げ
、
こ

の
「
も
っ
と
知
り
た
い
！
こ
う
き
ょ
う
こ

う
つ
う
！
」
の
連
載
の
よ
う
に
、
地
域
公

共
交
通
に
関
す
る
市
民
の
皆
さ
ん
の
意
識

啓
発
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
「
住
民
主
体
に
よ
る
移
動
手

段
の
確
保
」
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
バ
ス
、
船
、
お
れ
ん
じ

号
と
い
っ
た
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
市
民
の
皆

さ
ん
の
移
動
手
段
の
確
保
に
努
め
て
い

ま
す
。

　

一
方
で
、
「
バ
ス
停
や
港
ま
で
い
け

な
い
」
、
「
送
迎
を
頼
め
る
家
族
や
知

人
が
い
な
い
」
と
い
っ
た
方
の
よ
う
な

小
さ
な
移
動
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め

に
、
自
家
用
車
両
等
を
利
用
し
た
地
域

の
助
け
合
い
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸

送
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
自
家
用
車
で
の
無
償
運
行
を
行
う
場
合

に
は
、
運
輸
局
へ
の
許
可
等
は
不
要
で
す

が
、
い
く
つ
か
留
意
点
が
あ
り
ま
す
。

〇 

地
域
住
民
等
が
運
営
主
体
と
な
る
た

め
、
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
引
き
受
け

手
（
利
用
の
と
り
ま
と
め
や
運
転
等

を
行
っ
て
い
た
だ
く
方
）
」
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

〇 

利
用
者
か
ら
は
運
送
に
要
し
た
燃
料
代
、

駐
車
場
代
に
限
り
受
領
で
き
ま
す
。

〇 

車
両
の
確
保
や
保
険
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　

左
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
に
他
地
域
で
の

導
入
事
例
を
紹
介
し
て
い
ま
す
の
で
、

興
味
の
あ
る
方
は
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

導
入
に
際
し
て
は
、
事
前
調
整
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
導
入
等
を
検
討

さ
れ
る
際
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

次の質問に答えていき、申告の必要
があると判定された場合は、早めに
申告を済ませましょう。あなたは申告が必要ですか？

チェックしてみましょう

④

非課税収入のみ（遺族年金・障害年金・失業給付金・児
童扶養手当・特別定額給付金など）

令和５年中に
どんな収入があり
ましたか？

②

◦
給
与
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以
下
で
あ
る

③

◦ 
年
末
調
整
の
内
容
に
変
更
が
あ
る
・
年
末
調
整
し
て
い
な
い

◦ 

医
療
費
控
除
や
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
を
受
け
る

◦
二
カ
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け
た

◦
給
与
収
入
が
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る

◦
給
与
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
る

②

 

◦ 

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
が
４
０
０
万
円
以
下
で
公
的
年
金
な

ど
以
外
に
20
万
円
以
下
の
所
得
が
あ
る
（
個
人
年
金
な
ど
）

③

◦
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
が
４
０
０
万
円
を
超
え
る

◦
公
的
年
金
な
ど
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
る（
個
人
年
金
な
ど
）

①

◦ 

４
０
０
万
円
以
下
の
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
の
み

で
あ
る

①

◦
給
与
収
入
の
み
で
収
入
額
が
93
万
円
以
下
で
あ
る

③

 

◦ 

所
得
税
の
納
付
が
必
要
で
あ
る
（
所
得
額
よ
り
所

得
控
除
額
が
少
な
い
）

①

◦ 

一
カ
所
か
ら
の
給
与
の
み
で
、
年
末
調
整
の
内
容

に
変
更
が
な
い

②

◦ 

所
得
税
の
納
付
が
不
要
で
あ
る
（
所
得
額
よ
り
所

得
控
除
額
が
多
い
）

主に給与収入 収入なし

スタート！

営業・農業・不動産・雑（個人
年金含む）・一時所得（保険満期
返戻金含む）などの収入がある

主に公的年金などの収入
（国民年金・厚生年金・
共済年金など）

④

インボイス発行事業者の登録をされた個人事業者の方へ
　インボイス発行事業者の登録をされた方は、課税事業者となり消費税の申告が必要です。
　免税事業者からインボイス発行事業者になられた方（２年前（基準期間）の課税売上高が
1,000万円以下等の要件を満たす方）は、税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の２割
を納税額とすることができます。

インボイス発行事業者

消費税
の申告

2 割特例
について

問 広島南税務署　 ☎082ｰ253ｰ3281

広報えたじま　令和６年２月 広報えたじま　令和６年２月 8899


